
記
号
一
覧

日
時　

期
間　

場
所

対
象　

内
容　

講
師

費
用　

申
し
込
み

そ
の
他　

問
い
合
わ
せ

各
種
相
談
会
を
開
催

税
務
課
管
理
係

�

☎（
2
8
8
）１
２
１
２

　
法
律
や
多
重
債
務
の
相
談
や

国
や
県
な
ど
に
関
す
る
ご
意

見
・
ご
要
望
を
お
伺
い
す
る
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。
相
談
者

の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

法
律
相
談

１
月
23
日（
木
）午
前
９
～
11
時

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
せ
せ
ら

ぎ
館
３
階
・
研
修
室

村
内
在
住
者
３
人（
予
約
必
要
）

相
談
の
内
容
／
離
婚
や
相
続

な
ど
の
法
律
相
談

　
相
談
時
間
／
１
人
30
分
間

無
料

１
月
16
日
（
木
）
ま
で

行
政
相
談
委
員
に
よ
る

定
例
相
談
会

１
月
23
日（
木
）午
前
９
～
11
時

役
場
庁
舎
3
階
・
第
２・
３

会
議
室

村
内
在
住
者

相
談
の
内
容
／
国
や
県
な
ど

に
対
す
る
ご
意
見
や
ご
要
望

無
料

不
要

勤
労
者
の
方
な
ど
の
住
宅
取

得
を
「
利
子
補
給
」
で
支
援

村
づ
く
り
観
光
課

村
づ
く
り
振
興
係

�

☎（
2
8
8
）３
８
６
４

今
回
の
利
子
補
給
期
間
／
令

和
６
年
１
月
～
12
月
ま
で
の

12
カ
月
分
※
転
入
時
期
な
ど

に
よ
り
令
和
５
年
分
の
申
請

手
続
き
が
で
き
な
か
っ
た
方

は
、
今
回
の
利
子
補
給
金
と

併
せ
て
申
請
可
。

融
資
額
（
限
度
額
5
0
0
万

円
）
に
応
じ
て
、
年
1
・
5

％
以
内

　
※
交
付
時
期
は
３
月
を
予
定

１
月
６
日（
月
）～
31
日（
金
）

（
平
日
の
み
）の
間
に
、
交
付

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
金
銭
償
還
表
（
返

済
予
定
表
）
の
写
し
、
納
税

等
確
認
承
諾
書
、
金
銭
消
費

賃
借
契
約
書
の
写
し
（
初
回

申
請
の
方
の
み
）
を
添
付
し

提
出
。
※
前
年
に
申
請
さ
れ

た
方
も
手
続
き
が
必
要
で
す
。

申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
村
づ
く
り
観
光
課
窓
口

で
配
布
。

水
道
メ
ー
タ
ー
の

取
り
替
え
を
実
施

環
境
上
下
水
道
課

上
下
水
道
係

�

☎（
2
8
8
）３
８
６
２

　
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
正
し
い

水
道
料
金
を
算
定
す
る
た
め
、

定
期
的
に
取
り
替
え
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
費
用
は
無
料
で
、
村
か
ら
委

託
さ
れ
た
事
業
者
が
ご
自
宅
な

ど
に
お
伺
い
し
、
作
業
を
実
施

し
ま
す
。
な
お
作
業
は
10
分
程

度
で
完
了
し
ま
す
が
、
そ
の
間
、

水
道
が
使
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
ま
た
、
取
替
後
は
、
濁
っ

た
水
が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
１
～
２
分
程
度
、
水
を

流
し
て
か
ら
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

１
月
中
旬
～
２
月
下
旬

水
道
メ
ー
タ
ー
の
ふ
た
の
色

が
灰
色
（
メ
ー
タ
ー
番
号
が

Ｏ
の
も
の
）ま
た
は
桃
色（
メ

ー
タ
ー
番
号
が
Ｐ
の
も
の
）

の
一
部

立
会
い
は
不
要
で
す
。

サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ

第
13
弾
の
開
催
の
お
知
ら
せ

厚
木
地
区
食
品
衛
生
協
会

事
務
局

�

☎（
2
2
2
）7
6
4
3

２
月
21
日
（
金
）
午
後
２
時

30
分
～
４
時
30
分
※
受
付
は

午
後
２
時
か
ら

厚
木
ア
ー
バ
ン
ホ
テ
ル
（
厚

木
市
中
町
3
‒
14
‒
14
）

S
D
G
s
「
食
の
有
効
活
用

～
無
駄
を
な
く
し
、
食
生
活

を
よ
り
楽
し
む
た
め
の
ヒ
ン

ト
～
」

東
京
農
業
大
学
農
学
部
デ
ザ

イ
ン
農
学
課
教
授
／
谷
口
亜

樹
子
氏

30
人

千
円
（
飲
み
物
、
お
菓
子
付

き
）

２
月
10
日
（
月
）
ま
で
に
電

話
、
F
A
X
、
メ
ー
ル
で
申

し
込
み
。

　
電
話
＆
F
A
X

　
（
2
2
2
）
7
6
4
3

　
メ
ー
ル
：
afha@
h9.dion.

ne.jp
申
し
込
み
多
数
の
場
合
抽
選

と
な
り
ま
す
。
結
果
は
郵
送

で
連
絡
し
ま
す
。

　1月25日(土)午後1時～4時30分（受付は午後0時30分～4時）県立総合教育セン
ター（藤沢市善行7-1-1）で、不登校経験者や保護者による座談会、フリースクールの
活動紹介、個別相談会などを実施します。参加費は無料、事前申込みも不要です。当日、
必要な配慮（筆談での対応等）がございましたら問合せ先までご相談ください。

 神奈川県教育委員会教育局支援部子ども教育支援課小中学校生徒指導グループ
　 ☎045（210）8292(直通)、FAX 045（210）8937

教育委員会とフリースクールなどによる不登校相談会教育委員会とフリースクールなどによる不登校相談会
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税
務
住
民
課
税
務
係

�

☎（
2
8
8
）3
8
5
9

村
・
県
民
税
の

申
告
受
付
を
開
始

２
月
３
日
（
月
）～
３
月
17
日

（
月
）
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後

１
時
～
４
時
※
閉
庁
日
を
除
く

役
場
庁
舎
１
階
・
税
務
住
民
課

１
月
１
日
に
村
内
に
在
住
す

る
方
は
、
村
・
県
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
①
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

　
②
収
入
が
給
与
の
み
で
、
勤

務
先
か
ら
村
に
給
与
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

　
③
収
入
が
公
的
年
金
の
み
で
、

支
払
者
か
ら
村
に
年
金
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

　
④
村
内
在
住
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
方
で
、
収
入
の
な
い

方
（
所
得
が
な
い
こ
と
の
証

明
が
必
要
な
方
は
除
く
）

　
※
収
入
が
な
い
方
で
も
所
得

が
な
い
こ
と
の
証
明
が
必
要

な
方
は
申
告
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保

険
料
や
児
童
手
当
な
ど
の
基

礎
資
料
と
な
る
た
め
、
申
告

が
な
い
と
、
各
種
行
政
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
書
類
な
ど

　
①
申
告
書
（
前
年
の
資
料
を

基
に
申
告
が
必
要
と
見
込
ま

れ
る
方
へ
、
役
場
か
ら
１
月

末
に
郵
送
し
ま
す
。

　
②
所
得
を
証
す
る
書
類
（
給

与
所
得
や
年
金
所
得
の
方
は
、

源
泉
徴
収
票
ま
た
は
支
払
者

の
証
明
書
、
書
類
が
な
い
場

合
は
、
給
与
明
細
書
や
振
り

込
み
さ
れ
た
通
帳
な
ど
、
前

年
中
の
収
入
を
確
認
で
き
る

も
の
）

　
③
控
除
を
受
け
る
た
め
の
書

類（
国
民
健
康
保
険
料
、介
護

保
険
料
、後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、国
民
年
金
保
険
料
、

生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料

な
ど
の
控
除
証
明
書
、医
療

費
控
除
の
明
細
書
な
ど
）

申
告
書
提
出
時
の
注
意
事
項

　

申
告
の
際
に
は
「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
」
ま
た
は
「
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
確
認
書
類
及
び
本
人
確

認
書
類
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
で
保
険
料
控
除
を
申

告
さ
れ
る
方

　
確
定
申
告
で
使
用
す
る
前
年

の
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の
支
払

い
証
明
書
を
、
普
通
徴
収
（
納

付
書
ま
た
は
口
座
引
き
落
と
し

で
お
支
払
い
）
の
方
を
対
象
に

送
付
し
ま
す
。
確
定
申
告
で
、

保
険
料
を
「
社
会
保
険
料
控

除
」
と
し
て
申
告
さ
れ
る
際
の

資
料
に
な
り
ま
す
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

※
支
払
い
が
公
的
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の

み
の
方
は
、
村
か
ら
の
送
付
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
年
金
事
務
所
か
ら
送
付
さ
れ

る
源
泉
徴
収
票
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

送
付
（
予
定
）
時
期

　
１
月
下
旬
～
２
月
上
旬

送
付
先
（
原
則
）

①
国
民
健
康
保
険
／
世
帯
主
で

普
通
徴
収
の
方
※
世
帯
主
が

加
入
者
で
な
い
場
合
も
、
世

帯
主
宛
て
に
同
一
世
帯
の
加

入
者
全
員
分
が
送
付
さ
れ
ま

す
。

②
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
／
75

歳
以
上
で
普
通
徴
収
の
方

③
介
護
保
険
／
65
歳
以
上
で
普

通
徴
収
の
方

税
務
住
民
課
住
民
保
険
係

�

☎（
2
8
8
）3
8
4
9

子
育
て
健
康
福
祉
課

高
齢
介
護
係

�

☎（
2
8
8
）3
8
6
1

国
保
・
後
期
・
介
護
保
険

保
険
料
納
付
済
額
の

お
知
ら
せ
を
送
付

村・県民税および確定申告の申告相談を事前予約制です。
　確定申告会場の混乱回避および円滑な申告相談をおこなうため、村・県民税および確定申告の申告相談を
事前予約制とします。皆様のご理解ご協力をお願いします（提出のみの方は予約不要）。
予約の方法   電話で、「申告者名、希望の日時、申告の内容」をお伝えください。
  ※状況によりご希望に添えず、調整をさせていただく場合があります。
予約受付期間    １月27日（月）から3月13日（木）までの開庁日（土・日曜、祝日を除く） 

 午前８時30分～午後５時
  税務住民課税務係☎（288）3859
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厚
木
税
務
署

個
人
課
税
第
一
部
門

☎
0
4
6（
2
2
1
）3
2
6
1

厚
木
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す

◆
令
和
６
年
分
の
確
定
申
告
は

ス
マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連

携
で
さ
ら
に
便
利
に
！

～
メ
リ
ッ
ト
～

・
医
療
費
の
領
収
書
等
の
収
集

や
集
計
が
不
要

・
確
定
申
告
書
の
該
当
項
目
へ

自
動
入
力

・
作
成
し
た
確
定
申
告
書
を

ｅ
-Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信

・
書
類
の
管
理
や
保
管
が
不
要

　
①
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
に
ア
ク
セ
ス

　
②
提
出
方
法
「
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
方
式
」
を
選
択
し
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
ス
マ

ホ
で
読
み
取
り

　
③
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
、

収
入
・
控
除
等
に
関
す
る
情
報

を
入
力

　
④
ｅ
-Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信

◆
税
理
士
無
料
申
告
相
談

～
申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す
～

　
①
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得

ま
た
は
雑
所
得
を
有
す
る
方
の

う
ち
、
令
和
５
年
分
の
所
得
金

額
が
３
０
０
万
円
以
下
の
方
の

所
得
税
と
個
人
消
費
税
、
②
年

金
受
給
者
・
給
与
所
得
者
の
所

得
税
の
申
告
を
対
象
と
し
た
、

税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

を
開
催
し
ま
す
。（
土
地
、
建

物
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得
や
先

物
取
引
、
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
初
年
度
、
贈
与
税
・
相
続

税
の
申
告
や
相
談
な
ど
が
あ
る

方
を
除
く
。）

１
月
29
日（
水
）～
31
日（
金
）

　
受
付
／
午
前
９
時
～
午
後
３

時
※
相
談
は
午
前
９
時
30
分

～
午
後
４
時
ま
で

愛
川
町
文
化
会
館

　
３
階
大
会
議
室

　
※
厚
木
市
文
化
会
館
で
も
、

２
月
６
日（
木
）～
７
日（
金
）

に
開
催
し
ま
す
。

１
月
９
日
（
木
）
か
ら
オ
ン

ラ
イ
ン
に
よ
る
事
前
申
込
を

受
け
付
け
ま
す
。（
愛
川
会

場
は
１
月
26
日
（
日
）
締
切
、

厚
木
会
場
は
２
月
３
日（
月
）

締
切
。）
詳
細
は
、
左
記
事

前
申
込
サ
イ
ト
を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。

　
　
な
お
、
電
話
で
の
受
付
は

行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
オ
ン

ラ
イ
ン
事
前
申
込
サ
イ
ト
の

操
作
方
法
に
つ
い
て
の
お
問

合
せ
は
、（
０
５
０
‒
１
７

２
２
‒
２
２
０
６
）
へ
お
願

い
し
ま
す
。

　
　
当
日
入
場
整
理
券（
受
付
時

間
指
定
）も
午
前
８
時
30
分
か

ら
配
付
し
ま
す
が
、無
く
な
り

次
第
終
了
と
な
り
ま
す
。

◆
厚
木
税
務
署
で
の
申
告
書
作

成
会
場
の
開
設
に
つ
い
て

～
原
則
、
ス
マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る
申
告
と
な

り
ま
す
～

　
持
ち
物
／
①
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
、
②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
発
行

時
に
ご
自
身
で
設
定
し
た
パ
ス

ワ
ー
ド
（
利
用
者
証
明
用
電
子

証
明
書
及
び
署
名
用
電
子
証
明

書
）、
④
源
泉
徴
収
票
な
ど
の

申
告
書
作
成
に
必
要
な
書
類

入
場
整
理
券
配
付
方
法

　
入
場
整
理
券
の
事
前
発
行
申

込
は
、
国
税
庁
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公

式
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
で
き
ま
す
。

友
だ
ち
追
加
し
て
い
た
だ
き
、

是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
当
日
、
申
告
書
作
成
会
場
で

も
入
場
整
理
券
を
配
付
し
て
お

り
ま
す
が
、
無
く
な
り
次
第
終

了
と
な
る
ほ
か
、
長
時
間
お
並

び
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

２
月
17
日
（
月
）～
３
月
17

日
（
月
）
※
土
、
日
及
び
祝

日
を
除
く
。
た
だ
し
、
３
月

２
日
（
日
）
は
開
場
し
ま
す
。

　
受
付
／
午
前
８
時
30
分
～
午

後
４
時
※
相
談
は
、
午
前
９

時
～
午
後
５
時
ま
で

申
告
書
の
提
出
・
納
期
限

　
所
得
税
・
贈
与
税
は
３
月
17

日
（
月
）、
個
人
事
業
主
の
消

費
税
は
３
月
31
日
（
月
）
ま
で

厚
木
税
務
署
４
階
（
厚
木
市

水
引
１
‒
10
‒
７
）

駐
車
場
は
狭
あ
い
の
た
め
駐

車
台
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
期
間
中
、
駐
車
場

が
満
車
の
場
合
の
入
庫
待
ち

は
で
き
ま
せ
ん
。
来
場
の
際

は
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

国
税
に
関
す
る
ご
相
談

　
確
定
申
告
期
は
電
話
が
混
み

合
い
、
つ
な
が
り
に
く
い
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
タ
ッ
ク
ス

ア
ン
サ
ー
（
よ
く
あ
る
ご
質
問

に
対
す
る
回
答
を
税
金
の
種
類

ご
と
に
検
索
が
可
能
）・
チ
ャ

ッ
ト
ボ
ッ
ト
（
ご
質
問
を
入

力
・
選
択
い
た
だ
け
れ
ば
、
Ａ

Ｉ
を
活
用
し
た
「
税
務
職
員
ふ

た
ば
」
が
お
答
え
し
ま
す
）
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

簡
単
・
便
利
な
国
税
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
付
に
つ
い
て

　
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
ス
マ

ホ
ア
プ
リ
納
付
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
付
ま
た
は
振
替
納
税

を
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
名
称
及
び
そ
の
ロ

ゴ
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ヤ
フ
ー
株
式
会

社
の
登
録
商
標
ま
た
は
商
標
で
す
。

確
定
申
告
は
ス
マ
ホ
で
簡
単
に

事前申込サイト
無料申告
相談専用

LINE事前申込
web事前申込

友だち追加は
こちらから！
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